
 

 

 

 

 
                   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 

 

 

 

 

令 和 ２ 年 1 0 月 発 行 
浦 和 西 警 察 署 

生 活 安 全 課 

 各種犯罪に係る情報提供や非行防止教室等の依頼については、 

浦和西警察署（０４８-８５４-０１１０）まで 

※警察署では２４時間相談受付、あなたのプライバシーは守られます。 

・２０歳になっていない未成年

はタバコを吸ってはいけない。 

・保護者は未成年がタバコを吸

っていたらやめさせなければな

らない。 

・未成年にタバコを売ってはい

けない。 

・２０歳になっていない未成年は

お酒を飲んではいけない。 

・保護者は、未成年がお酒を飲ん

でいたらやめさせなければいけな

い。 

・未成年にお酒を売ってはいけな

い。 

 

未成年者喫煙禁止法 未成年者飲酒禁止法 


